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海難審判の現状と年次レポートのご紹介 

 

海難審判は海難原因を調査し、その発生を防止するのが目的であり、裁決では必要に応じて船員の

過失に対して懲戒するという任務があります。したがって、司法機関である裁判所の判決とは異なり、

例えば衝突事件で双方の主張に争いのある両船の過失割合を決することは海難審判の目的ではありま

せん。しかし、実際、海難審判の結果は民事事件、刑事事件において有力な証拠となることが多く、

私たち損害保険会社の実務にも密接な関わりがあります。 

海難審判所は毎年、前年の審判内容をレポートにまとめ、海難審判所ＨＰ上で公開しています。 

今回は昨年 12月に発行された年次レポートの内容を抜粋し、海難審判の現状を紹介します。 

１．海難審判所の組織と管轄 

 海難審判所は、国家行政組織法第 8条の 3に規定された「特別の機関」として、国土交通省に設置

されています。東京のほか、函館、仙台、横浜、神戸、広島、門司および長崎の各地方海難審判所、

ならびに門司地方海難審判所那覇支所の全 9か所で海難調査や審判を行っています。 

２．海難審判法の対象となる海難 

 海難審判法の対象となる海難の要件は同法第 2条で定義されており、これに該当すれば、理事官は

調査を開始します。調査の結果、海難が海技士等の職務上の故意または過失によって発生したもので

あると判断された場合、理事官は事件を管轄する海難審判所に審判開始の申立てを行います。 

第二条 この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。 

一 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 

二 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 

三 船舶の安全又は運航の阻害 

３．海難審判の流れ 

理事官によって「審判開始の申立て」が行われると、海難審判所は受審人に指定された海技士等の

海難審判を開始します。海難審判は公開の審判廷で行われ、理事官や審判関係人が意見を陳述し、集

取・提出された証拠の取調べを口頭弁論によって行います。証人や鑑定人、通訳に出廷を求めること

もあります。 

【出典：海難審判所 令和 5年版レポート】 
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４．海難審判の裁決 

審理が終結すると、海難審判所は裁決により海難の事実と受審人に係る職務上の故意または過失の

内容と、受審人に対する懲戒（免許取り消し、業務停止、戒告）を言い渡します。この裁決に対して

不服がある場合、裁決言い渡しの翌日から 30日以内に東京高等裁判所に裁決取消しの行政訴訟を提起

することができます。 

５．裁決事例紹介 

海難審判所が発行する年次レポートでは、原因や教訓にまで踏み込んだ、具体的な裁決事例を多数

紹介しています。過去の事件が時系列で、過失や防止策とともにわかりやすく示されており、船舶運航に関

わる皆様に広く参照いただけるものと思います。 

  
【出典：海難審判所 令和 5年版レポート】 

６．おわりに 

年次レポートでは、衝突や乗揚などの海難種類別、漁船や貨物船などの船種別、見張り不十分など

の原因別等の統計データも確認することができます。（平成 21年度版から確認可能） 

これらの情報を基に多角的な観点から海難事故にアプローチを行い、発生に至るプロセスを丁寧に

解析することで海難発生の防止に寄与すると考えられます。 
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